
令和６年度事業分

宇和島市地域づくり団体活動補助金制度の手引き

宇和島市市民環境部市民課



1

宇和島市地域づくり団体活動補助金制度について

宇和島市地域づくり団体活動補助金制度は、まちづくりの担い手として重要

な立場にあるNPO・ボランティア団体等のさまざまな活動に対し、事業費の一

部又は全部を補助するものです。

宇和島市では、市民をはじめとした多様な主体が、それぞれの得意分野を生

かし、互いに助け合う体制の形をつくり、すべての人が住みやすい宇和島市の

実現に向けた協働のまちづくりを推進します。

【補助対象者】

宇和島市内において、ボランティア活動を行う宇和島市内に居住又は在勤、

在学している者が構成員として加入している５名以上の団体又は特定非営利活

動法人とし、宇和島市ＮＰＯ登録制度（注１）に登録された団体が対象となり

ます。

注１：宇和島市ＮＰＯ登録制度については別冊「宇和島市ＮＰＯ登録制度の手

引き」をご参照ください。（市HPで公開）

https://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/14/npo-touroku.html

【補助対象となる事業】

補助対象となるものは、次の（１）～（７）の条件をすべて満たし、表①～⑧

のいずれかに該当する事業です。

《条件》

（１）ＮＰＯが主体となって行う具体性・実現性のある事業であること

（２）多数の住民参加が期待できる事業であること

（３）補助金を交付することにより、団体の今後の事業に発展性が見込まれる

事業であること

（４）県や市等から補助金等を受けていない事業であること

（５）政治活動、宗教活動に関係していない事業であること

（６）当該年度3／31までに事業を実施・完了する事業であること

（７）宇和島市が実施する地域づくり交付金の活用対象（交付金を活用すべき

と判断される事業を含みます）となっていない事業であること
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【補助対象経費】

申請する事業を行うために直接必要とする経費で、次の(１)～(14)に該当するも

のとします。

令和5年度から、人件費、備品の購入費・修理費、団体の運営費、経常経費も

補助対象としています。

（１）人件費（団体内外を問わず、労働等の対価として支払う費用 HP作成手

数料、重機運転の報酬等）※事業費の2分の1まで

（２）謝金（外部講師等の報酬・謝礼金）

（３）旅費・交通費（外部講師等の交通費・宿泊費）

（４）消耗品費（事務用品等）

（５）備品購入費（楽器、プリンターなど・修理費含む）

単価 10万円以上の備品・設備等は台帳による管理と標章貼付が必要。

処分についても制限が有ります。22・23ページ参照。

（６）原材料費（資材、食材等）

（７）印刷製本費（チラシ、チケット等の作成）

（８）使用料・賃借料（会場・機械・車両等）

（９）燃料費（作業機械、借り上げ車両等の燃料代）

（10）委託料（専門的知識、技術等を要する業務委託）

（11）通信運搬費（切手宅配便等）※送付先リスト等の整備がされていること

（12）保険料 損害保険、ボランティア保険等

（13）食糧費（ボランティアスタッフの昼食等）※社会通念上、常識的な範囲

（14）その他、市長が適切と認めるもの

【補助対象外経費】

（１）事業費の2分の１を超える人件費

（２）商品券等の金券の購入代金

（３）事業目的達成のために必要不可欠でない食糧費

（４）領収書等により、実施団体が支払ったことを明確に確認できないもの

（５）交際費、慶弔費

対象となる事業

① 高齢者福祉・生活支援に関する事業

② 青少年の健全育成・子育て支援に関する事業

③ 地域の安全・安心に関する事業

④ 地域環境の保全に関する事業

⑤ コミュニティビジネスに関する事業

⑥ そのほか地域づくりに関する事業

⑦ 地域コミュニティの活性化に関する事業

⑧ その他市長が特に必要と認める事業



3

（６）他団体への負担金・補助金

（７）積立金

（８）その他市長が不適切と認めるもの

【事業区分と補助率・補助金額】

事業費の下限は設定しません。（小規模な事業も対象です）

補助金額の1,000円未満を切り捨てます。

【申請回数】

当該年度中の補助金については１団体につき１事業を限度とし、申請回数は原

則として１団体につき合計３回までとします。

回数は令和5年度から数えます。令和4年度以前の補助実績は不問です。

【審査申請受付期間】

締切を設けず随時受け付けます。

ただし、原則として事業着手1ヶ月前までに申請してください。

【審査基準】以下の項目に沿って審査します。

区分 補助率 補助額 事業内容

特認事業 10分の10以内

（100％以内）

５０万円

以内

事業参加団体数10団体以上かつ公共性・

公益性が高く、先進性があり、地域課題解

決に十分な効果が期待できると市長が認め

る事業。

人材拡充事業 ５分の４以内

（80％以内）

申請時において新規団体加入者３名以上を

伴う事業。

開設・拡大事業 ４分の３以内

（75％以内）

団体の新規設立（概ね3年以内）、又は既

存事業の拡大に関する事業。

一般事業
３分の２以内

（約66％以内）

上記のいずれにも該当しない事業。

通例のイベント、経常経費など。

審査項目 審査内容

（１）公益性
協働のまちづくりの目的達成に合致し、地域課題の解決又はまちづくりの強化

に資する事業か

（２）必要性
事業目的・視点・内容等が地域ニーズに適するものであり、必要性が認められ

る事業か

（３）協働・

創意工夫

ＮＰＯの特性を活かし、今後の協働のまちづくりの推進に期待できる事業か

他にない工夫や新しい取り組みが見られる事業か
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【審査申込から支給決定まで】

○全ての書類は印鑑不要です。電子メール等でのご提出で問題ありません。

○各様式は本冊子に掲載のほか、宇和島市ホームページに公開しています。

https://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/14/r2hojyokinn.html

（４）効果・

経済性

多くの市民をはじめとした多様な主体の参加が期待できる事業か

継続的な展開による申請団体の事業に広がり、自立につながるか

事業等の効果が、目的に照らして適切な範囲に及ぶものであり、確実に効果が

認められるか（特定の個人、団体等に特権的な恩恵や利益を与えるものでなく、

幅広く市民にいきわたるものであること）

事業実施により多様な主体との協働への発展に期待できるか

（５）費用対効果 事業費に見合った規模と内容の事業であり、実現性があるか

（６）適格性
団体等の運営・事業が健全かつ安定して行われており、補助活動の適正な実施

が確実に見込まれるか（会計処理、補助等対象経費の適格性を含む）

精算払い請求

NPO登録

審査申請 審査

審査結果通知書

支給決定通知

（希望する場合）

概算払い請求

事業実施

実績報告

補助金概算払い

※原則として9割まで

残り1割は実績報告後

（市に口座登録が無い場合）

債権者登録

補助金申請

補助金精算払い

概算払い有無により全額又は1割

申請団体 市

（内容を変更or中止する場合）

変更or 中止(廃止)承認申請

市HPで活動内容紹介

変更承認
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【NPO登録】

NPO登録を行ってない場合はまず、別冊「宇和島市ＮＰＯ登録の手引き」

に従い、宇和島市ＮＰＯ登録を行ってください。

https://www.city.uwajima.ehime.jp/soshiki/14/npo-touroku.html

【審査申請】

審査申請に必要な書類は、次のとおりです。

① 宇和島市地域づくり団体活動補助金認定申請書（様式第１号）・・・７P

※要点「いつ」「どこで」「何をする」を記入してください。

事業の収支予算書・・・８P

② 団体の今年度の収支予算書（様式不問）

③ 団体の前年度の事業報告書、収支決算書（様式不問）

④ 団体の規約又は会則（様式不問）

⑤ 人材拡充事業の場合、新規加入者を確認出来る名簿等（様式不問）

⑥ その他市長が必要と認めるもの

※設立後１年未満の団体は、③の書類を除く。

※ＮＰＯ法人は、事業報告書等を提出している場合は、③④は提出不要です。

※上記の他、追加資料の提出を求める場合があります。

【審査方法】

宇和島市地域づくり団体活動補助金審査委員会にて審査を行います。

結果は書面にてお知らせします。

【補助金申請】

補助金申請書をご提出ください。・・・９～12P

市に口座の登録が無い場合は債権者登録名簿をご提出ください。・・・13P

（債権者登録名簿は令和6年に様式が変更されました）

【概算払い請求】・・・14P

補助金の概算払い（事業完了前の補助金支払い）を希望する場合は概算払請

求書をご提出ください。

概算払いは原則として補助額の9割までです。残額の1割は実績報告後の精

算払いとなります。
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【活動内容を変更・中止する場合】

補助金額の変更、対象経費の20％以上の増減、その他活動内容の重大な変更

が生じる場合は変更承認申請書をご提出ください・・・15P

活動を中止する場合は中止（廃止）承認申請書をご提出ください・・・16P

【実績報告】・・・17～20P

事業完了後すみやか（概ね30日以内）に実績報告を行ってください。

実績報告書には、写真、領収証（写）を必ず添付してください。

※領収証の宛名が申請団体名であることをご確認ください。

※交付決定日前の日付の領収証は対象外です。

精算払い請求書を提出してください。・・・21P

請求額は、概算払いを受けていた場合は残額（補助額の1割）、

概算払いを受けていない場合は補助額の全額となります。

【備品等の管理について】・・・22P

単価が10万円以上の備品、備品修理、設備などについては、処分制限期間内

において以下の管理が必要です。詳細は該当ページをご確認ください。

○取得財産管理台帳の作成

○標章の貼付

○処分する場合は事前に申請→申請書様式・・・２３P

【その他留意事項】

この事業において実施した事業内容、事業成果等は必要な範囲において、市が

広報紙及び宇和島市ＨＰ等で公開します。

申請、事業報告の内容に虚偽や不適切な点が有った場合、補助金返還請求をす

る可能性があります。収支に関する書類は、事業完了の翌年から起算して最低

5年間保管してください。

【書類提出先及びお問い合わせ】

〒７９８－８６０１ 宇和島市曙町１番地

宇和島市役所 ２階 市民課 市民協働推進室

☎（０８９５）２４－１１１１ 内線２２３６

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ com@city.uwajima.lg.jp
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様式第１号（第５条関係）

宇和島市地域づくり団体活動補助金認定申請書

年 月 日

宇和島市長 様

所 在 地

名 称

代表者氏名

電 話 番 号

次のとおり、宇和島市地域づくり団体事業を実施したいので、宇和島市地域づく

り団体活動補助金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて申請します。

活 動 名

事業の種類
該当するものに☑をつけて下さい。

☐ 高齢者福祉・生活支援

☐ 青少年の健全育成・子育て支援

☐ 地域の安全・安心

☐ 地域環境の保全

☐ コミュニティビジネス

☐ そのほか地域づくり

☐ 地域コミュニティの活性化

事業区分（補助率）
該当するものに☑をつけて下さい。

☐ 特認事業（１０分の１０）

☐ 人材拡充事業（５分の４）

☐ 開設・拡大事業（４分の３）

☐ 一般事業（３分の２）

事 業 費 円

事 業 目 的

事 業 内 容

期待できる効果

事業予定期間
着手 年 月 日から

完了 年 月 日まで

その他特記事項
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収支予算書
（１）収入の部 （単位：円）

（２）支出の部 （単位：円）

※その他、積算根拠など資料がありましたら添付して下さい。

区 分 予 算 額 備 考（積算基礎等）

計

区 分 予 算 額 備 考（積算根拠等）

計
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様式第３号（第 10 条関係）

年度 宇和島市地域づくり団体活動補助金交付申請書

年 月 日

宇和島市長 様

所 在 地

名 称

代表者氏名

年度において、標記補助金に係る活動を下記のとおり実施したいので、

宇和島市地域づくり団体活動補助金交付要綱第 10 条の規定により、補助金を

交付されるよう関係書類を添えて申請します。

記

１ 事業名

２ 総事業費 円

（うち補助対象活動費 円）

３ 補助金交付申請額 円

４ 活動計画

別紙「宇和島市地域づくり団体活動計画書」のとおり

（添付書類）

・位置図（付近見取図（住宅地図等）に実施箇所を明示したもの）

・事業概要のわかる資料（事業実施計画（案）等の既存資料）

・工程表（スケジュール）

・支出の部の根拠となる見積書等の写し

・その他市長が必要と認める書類
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別紙１

年度 宇和島市地域づくり団体活動計画書

事業名 事業の種類

事業実施主体名 実施箇所

活動実施期間

事 業 目 的

事 業 概 要

事 業 効 果

総事業費
補助対象
経 費

財 源 内 訳 その他の
経 費

摘 要
市補助金 自主財源 その他

円 円 円 円 円 円

特記事項(指令前に着手するやむ
を得ない理由等）

担当者氏名等 電話番号等
電話： FAX：

e-mail
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別紙２

収支予算書

（１）収入の部 （単位：円）

（２）支出の部 （単位：円）

区 分 予 算 額 備 考

市 補 助 金

自 主 財 源

そ の 他

計

区 分

（節別区分）
予 算 額 備 考

計
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別紙３

収支予算内訳

（１）収入の部 （単位：円）

（２）支出の部 （単位：円）

区 分 金 額 積 算 根 拠

市 補 助 金

自 主 財 源

そ の 他

計

区 分

（節別区分）

合計額

(Ａ)+(Ｂ)

対象経費

(Ａ)

対象外経費

（Ｂ）
積 算 根 拠

計
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届出日

適用日

－ 種目

銀　行

農　協

金　庫

支　店

支　所

出張所

ゆ
う
ち
ょ

記号 － 番号

※1 本登録名簿の個人番号は源泉徴収に関する事務でのみ利用します。 

※2 個人番号を登録する場合は、本人確認書類を添えて担当課に郵送又は窓口にて提出してください。 

≪記入上の注意事項≫
□ 法人、個人事業主または任意団体にあっては、申請担当者氏名及び連絡先（電話番号）を、個人に

□ 金融機関・支店・預金種目・口座番号を記入する際には、必ず通帳等で内容を確認してください。

提出方法

郵 送 ・窓 口

債権者登録名簿 　　　　年　　月　　日

区 分 新規 ・ 変更 ・ 口座追加 ・ 口座廃止 　　　　年　　月　　日

個人番号（※1）

本人確認（※2）
※個人番号登録の場合

  個人番号カード ・ 運転免許証 ・ パスポート ・ 個人番号提供願 ・ その他（       ）

フリガナ

債権者名

フリガナ

肩書及び代表者名

〒　　　　－

申請担当者
氏名及び連絡先 TEL（　　   　　）　　   　－

※個人の場合は連絡先のみご記入ください。

※記載内容を確認する際に連絡することがあります。　必ず繋がる電話番号をご記入ください。

フリガナ

漢　字

金融機関コード 普通　　・　当座　・　その他

金融機関名 支店名

口座番号
7桁

記号・番号
5桁／8桁

  あっては、連絡先（電話番号）のみご記入ください。

担当課

債権者ｺｰﾄﾞ 受付年月日 課 名 担当者名 内線番号 確認欄

個人番号取得に関す
る特記事項

住 所

預金口座名義人

銀
行
等

市
使
用
欄
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様式第 11 号(第 17 条関係)

年度 宇和島市地域づくり団体活動補助金概算払請求書

年 月 日

宇和島市長 様

所 在 地

名 称

代表者氏名

年 月 日付け 第 号で交付決定のあった宇和島市地

域づくり団体活動補助金について、宇和島市地域づくり団体活動補助金交付

要綱第 17 条の規定により、下記のとおり請求します。

記

１ 事業名

２ 請求額 円

３ 請求額算定根拠

交付決定額 円

概算払受領額 円

今回請求額 円

残 額 円

４ 概算払を必要とする理由
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様式第５号(第 11 条関係)

年度 宇和島市地域づくり団体活動変更承認申請書

年 月 日

宇和島市長 様

所 在 地

名 称

代表者肩書氏名

年 月 日付け 第 号で交付決定のあった事業を下記の

とおり変更したいので、宇和島市地域づくり団体活動補助金交付要綱第 11 条

の規定により、その承認を申請します。

記

１ 変更の理由（具体的かつ簡潔に記載すること。）

２ 変更の内容（具体的かつ簡潔に記載すること。）

３ 補助金変更申請額

４ 変更活動計画書

別添「宇和島市地域づくり団体活動計画書」のとおり

※ 様式第１号の別紙１から別紙３を添付することとし、変更内容が

わかるように、変更部分を２段書きとし、変更前を上段に括弧書き

で記載すること。

（添付書類）

・変更後の活動実施内容のわかる資料
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様式第７号(第 13 条関係)

年度 宇和島市地域づくり団体活動中止（廃止）承認申請書

年 月 日

宇和島市長 様

所 在 地

名 称

代表者氏名

年 月 日付け 第 号で交付決定のあった事業を下記の

とおり中止（廃止）したいので、宇和島市地域づくり団体活動補助金交付要

綱第 13 条の規定により、その承認を申請します。

記

１ 中止（廃止）の理由（具体的かつ簡潔に記載すること。）

２ 中止（廃止）の内容（具体的かつ簡潔に記載すること。）

３ 中止期間（廃止の時期）

（添付書類）

・中止又は廃止の理由等がわかる資料を添付すること。
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様式第８号（第 14 条関係）

年度 宇和島市地域づくり団体活動実績報告書

年 月 日

宇和島市長 様

所 在 地

名 称

代表者氏名

年 月 日付け 第 号で交付決定のあった事業が完了し

ましたので、宇和島市地域づくり団体活動補助金交付要綱第 14条の規定によ
り、下記のとおり関係書類を添えて報告します。

記

１ 事業の成果

別紙のとおり

２ 事業完了年月日

（添付書類）

・事業の完了が確認できる書類

・報告書等の成果物

・市の補助金交付決定通知書の写し

・事業実施状況がわかるもの

・その他市長が必要と認める書類



18

別紙１

年度 宇和島市地域づくり団体活動実績報告書

事業名 事業の種類

事業実施主体名 実施箇所

事業実施期間 年 月 日 ～ 年 月 日

事 業 概 要

（様式第３号別紙１活動計画書「事業概要」から記載すること。）

事 業 実 績 （参加者数や参加者の反応、概要等を記載すること。）

総事業費
補助対象
経 費

財 源 内 訳 その他の
経 費

摘 要
市補助金 自主財源 その他

円 円 円 円 円 円

担当者氏名等 電話番号等
電話： FAX：

e-mail：
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別紙２

収支決算書

（１）収入の部 （単位：円）

（２）支出の部 （単位：円）

区 分
計画額

（Ａ）

実績額

（Ｂ）

差引

（Ｂ）－（Ａ）
備 考

市 補 助 金

自 主 財 源

そ の 他

計

区 分

（節別区分）

計画額

（Ａ）

実績額

（Ｂ）

差引

（Ｂ）－（Ａ）
備 考

計
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別紙３

収支決算内訳

（１）収入の部 （単位：円）

（２）支出の部 （単位：円）

区 分 金 額 積 算 根 拠

市 補 助 金

自 主 財 源

そ の 他

計

区 分

（節別区分）

合計額

(Ａ)+(Ｂ)

対象経費

(Ａ)

対象外経費

（Ｂ）
積 算 根 拠

※対象外経費については、

括弧書きで記載すること。

計
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様式第 10 号(第 16 条関係)

年度 宇和島市地域づくり団体活動補助金精算払請求書

年 月 日

宇和島市長 様

所 在 地

名 称

代表者氏名

年 月 日付け 第 号で交付決定のあった宇和島市地

域づくり団体活動補助金について、宇和島市地域づくり団体活動補助金交付

要綱第 16 条の規定により、下記のとおり請求します。

記

１ 事業名

２ 請求額 円

内 訳 交 付 決 定 額 円

概算払受領済額 円

今 回 請 求 額 円
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10万円以上の備品の管理について

取得価格（税込み）単価が10万円以上の備品、備品修理、設備などについて

は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定める耐用年数又は補助事業

完了の日から 10 年のいずれか短い期間（以下「処分制限期間」という。）を

経過しない期間おいて、以下のとおり管理してください。

※10万円以下の物品でも必要により同様の管理をお願いする場合があります。

○取得財産管理台帳の作成

取得財産等管理台帳を整備、保管し、写しを提出してください。

【処分制限期間例】パソコン4年 楽器5年 冷暖房機6年 農機具7年

【取得財産等管理台帳作成例】

○標章の貼付

取得年度及び補助金名称を記載した標章を貼付し、写真を提出してください。

【標章作成例】

市販のラベル印刷機（テプラ等）、ラベル用紙

等で作成してください。

○期限内に処分する場合は事前に申請

処分制限期間内で事業の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、又は担保とす

るときは、財産処分承認申請書を提出して、あらかじめ承認を受けてください。

※取得財産等の処分により、補助事業者が収入を得たときは、その収入の全部

又は一部を市に納付していただく場合が有ります。

財産名・規格等 単価 数量 取得年月日 保管場所 制限期間 備考

ノートパソコン 110,000 1 R6.6.10 事務所 4年
音響機器 150,000 1 R6.8.10 事務所 5年

令和6年度

宇和島市地域づくり

団体活動補助金

令和6年度 宇和島市地域づくり団体活動補助金
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宇和島市地域づくり団体活動補助金に係る財産処分承認申請書

令和 年 月 日

宇和島市長 様

団体名

代表者肩書・氏名

年 月 日付け 第 号でのあった宇和島市地域

づくり団体活動補助金に係る補助事業により取得した財産を処分を

申請します。

記

１ 取得財産の名称及び取得年月日

２ 取得価格及び単価

３ 処分の方法（売却の場合は、売却先及び売却価格を記載すること。）

４ 財産処分の理由

（注）記入欄が不足する場合は追加してください。


